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監査人の継続期間と定期的交代の影響：

実証研究のレビュー

髙 田 知 実 a

本稿は，監査の継続期間と定期的交代について，アーカイバルデータを用いた国

際的な実証研究をレビューする。監査人の継続期間と定期的交代の問題は，長らく

監査実務・監査制度設計にかかわる問題として議論されており，今後も国内外でそ

の議論は続くと考えられる。本稿の目的は，国内外における制度変遷を踏まえなが

らアーカイバル研究の進展を検討することで，監査人の継続期間と定期的交代につ

いて，政策立案に関する深度ある議論に貢献することである。

キーワード 監査人の継続期間，監査人の交代，ローテーション，監査の品質，

監査制度

1 問 題 提 起

監査人
1）

とクライアントとの監査契約関係の長期化がもたらす問題が，法令等による対応の

要否も含めて議論され始めて久しい。この問題の難しさは，監査人とクライアントの関係性

の長期化が，監査の品質に対して正負両方の影響をもつと考えられることにある。複数のメ

リット・デメリットが，規制当局や研究者から言及されているのである（浅野 2020など）。

典型的なものとしては，関係の長期化により，監査人がクライアントに関してより多くの知

識を得て効率的・効果的に監査を実施できるというメリットと，関係の長期化が監査人とク

ライアントを必要以上に親密にさせることで，監査人の独立性が損なわれ，その結果として

監査の品質が低下するというデメリットである。もし，これら両方の効果が存在するならば，

その影響度合いの違いによって適否を判断するしかない。つまり，ネットで見た場合に，メ

リットとデメリットのどちらが上回るのかを評価するのである。そして，デメリットがメ

リットを上回るようであれば，法令等によって監査人の継続期間に上限を設定し，定期的な

交代を求めることが正当化される。

アーカイバルデータを用いた実証研究は，監査人の継続期間の長期化がもたらす影響に関
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する評価に適した分析手法の 1つと考えられる。存在するデータを基に，現実社会における

現象に関する特定の傾向を析出することができるからである。実際，監査人の継続期間と定

期的交代の適否の検証を目的としたアーカイバル研究は，これまでに数多く公表されている

（レビュー論文に Lennox（2014），浅野（2020）などがある）。本稿では，それらの先行研究

を，国内外における議論や制度的背景を踏まえてレビューし，監査人の継続期間・定期的交

代に関するアーカイバル研究がどのように進展してきたかを検討する。日本国内では，過去

20年ほどの間に，法令等の変更を伴いながら，監査人の継続期間と定期的交代に関してさま

ざまな議論が交わされてきた（金融庁 2017；金融庁 2019；異島 2021）。そして，今もなお

この問題は「継続的に検討が必要な問題」とされている（会計監査の在り方に関する懇談会

2021）。本稿は，政策上の検討課題であり続けているこの問題に関するアーカイバル研究の

進展を検討することで，政策立案に関する深度ある議論に貢献することが目的である。近年

は，エビデンス（証拠）に基づく（あるいはそれを重視する）政策策定（Evidence-Based Pol-

icy Making ; EBPM）が国内外で注目されている（大橋 2020）。今後は，監査の品質を担保

するための政策立案においても，証拠に基づく議論の重要性がより一層高まっていくであろ

う。蓄積された証拠だけでなく，その進展を要約した本稿が，その議論に対してわずかでも

インプットとなれば幸いである
2）

。

本稿の構成は以下のとおりである。第 2節では監査人の継続期間と定期的交代に関する国

内外における制度的な状況を簡潔に整理する。続く第 3節では，本稿でレビュー対象とする

アーカイバル研究の抽出方法と抽出された論文全体の特徴を説明する。そして第 4節では，

制度的な議論や関連する要因を踏まえつつ，先行研究の対象と内容がどのように変化してき

たかを検討する。最後に，第 5節で本稿の結論と展望を述べる。

2 監査人の継続期間と定期的交代に関する制度の状況

監査人の継続期間に上限を定めて定期的に交代させる，いわゆるローテーション・ルール

の是非については，定期的な交代を求めることで，交代を機会に監査に新しい視点（fresh

look/eye）が導入されるというメリットに対する期待や，交代は監査人と被監査人双方に追

加的なコスト負担を強いるというデメリットが頻繁に言及されている（金融審議会公認会計

士制度部会 2006）。第 1節で示したメリットとデメリットは，監査人の継続期間が長期化す

ることに関連したものであるが，ここで述べたものは定期的交代を求めた場合の影響である。

監査人の継続期間の長さと定期的交代の問題はコインの裏表の関係にあるため同時に考慮す

る必要があるものの，関連して生じるメリットとデメリットの幅広さから，全ての影響を同

時に把握することは複雑さを極める。

さらに，監査人の継続期間と定期的交代の問題は，監査事務所とパートナーの 2つのレベ
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ルで検討されるため，議論は一層複雑化する。クライアントとの関係の長期化と定期的な交

代を求めた場合のメリットとデメリットは，いずれのレベルでも発現すると考えられるが，

デメリットの影響が相対的に大きいことが予想されていたことから，2010年代以前までは，

監査事務所の定期的交代が推奨されることは少なく，国際的に幅広く浸透しているのはパー

トナーの定期的交代であった（GAO 2003 ; U.S. House of Representatives 2013 ; 金融庁 2019）。

しかし，EU規則（EU 2014）が2014年に定められたことでこの状況が一変した。すなわち，

監査事務所の定期的な交代が，幅広い EU加盟国で求められるようになったのである
3）

。これ

により，監査人の定期的交代に関する世界各国での規定内容は，極めて多様化した。具体的

には，どのレベルで定期的交代を求めるかだけでなく，何年を上限とするか，例外規定を設

置するか，対象企業をどのように規定するかも，各国によってさまざまに規定されているか

らである。

日本の状況をみると，2023年 4 月現在，日本において法令等によって求められているのは，

パートナーの定期的な交代のみであり，監査事務所の定期的な交代は求められていない。よ

り正確には，世界各国における監査人の定期的交代の制度が多様化していく中，日本でも検

討が進められた結果として，監査事務所の定期的な交代を求める規定は制定されなかったの

である。ただし，長期的なクライアントとの関与がもたらす悪影響の可能性に鑑みて，日本

公認会計士協会（ JICPA）は，パートナーのみならず監査補助者についても，必要に応じて

交代することを求める規定を2018年に公表した。また，時価総額が5,000億円以上の上場企

業クライアントに関しては，補助者またはパートナーとしての関与期間の上限を10年とする

ことを求める上乗せの規定が，会長通牒として2020年 2 月に公表されている。

このように，日本では定期的な交代を求めるチームメンバーの範囲を拡張するという，

JICPAの自主規制という独自の取り組みによって，監査人の定期的な交代の是非に関する議

論が一応の決着を見た。しかし，その後も，日本における監査人の定期的な交代に関する議

論は幅広く続けられている
4）

。以上の経緯に鑑みると，今なお，監査人の継続期間と定期的交

代の論点を取り上げる適時性と喫緊性は高いと考えられる。

3 レビュー対象とするアーカイバル研究

監査人の継続期間と定期的交代に関する国際的な先行研究を包括的に検討するため，本稿

では次の方法で先行研究を抽出した
5）

。データベースは，Clarivate Analytic社によって提供さ

れているWeb of Scienceの中で，一定以上の品質を備えた学術雑誌が収録された Core Col-

lectionのうち，Social Science Citation Indexを用いた。キーワード検索の方法はさまざま

にあり得るが，本稿で関心のあるテーマが主たる研究対象となっている論文のみを識別する

ため，次に示す単語の両方がタイトルに含まれる論文のみを選出した。単語の組み合わせは，
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出版年 オリジナル メインテーマ アーカイバル 割合

2002 2 2 2 100％

2003 1 1 1 100％

2004 2 2 2 100％

2005 1 1 1 100％

2006 1 1 1 100％

2007 3 2 2 67％

2008 4 4 3 75％

2009 7 7 4 57％

2010 3 3 3 100％

2011 1 1 0 0％

2012 3 2 1 33％

2013 3 1 1 33％

2014 3 3 3 100％

2015 7 4 3 43％

2016 6 6 6 100％

2017 3 3 3 100％

2018 9 7 4 44％

2019 9 7 5 56％

2020 6 4 2 33％

2021 13 10 9 69％

2022 6 3 1 17％

Total 94 74 57 61％

雑誌名 オリジナル メインテーマ アーカイバル 割合

Accounting and Business Research 1 1 1 100％
Accounting and Finance 3 2 2 67％
Accounting Horizons 4 4 3 75％
Accounting Organization and Society 1 1 0 0％
The Accounting Review 12 11 7 58％
Auditing : A Journal of Practice & Theory 19 17 15 79％
Australian Accounting Review 1 1 1 100％
Business Horizons 1 1 0 0％
Contemporary Accounting Research 9 8 8 89％
Estudios de Economia 1 0 0 0％
European Accounting Review 2 2 2 100％
European Business Organization Law Review 1 0 0 0％
European Journal of Law and Economics 1 0 0 0％
International Journal of Auditing 4 2 0 0％
Journal of Accounting and Economics 2 1 1 50％
Journal of Accounting and Public Policy 8 7 5 63％
Journal of Accounting Research 2 2 2 100％
Journal of Contemporary Accounting and Economics 2 1 1 50％
Journal of International Financial Management & Accounting 2 2 1 50％
Management Decision 1 0 0 0％
Managerial Auditing Journal 10 6 4 40％
Or Spectrum 1 1 0 0％
Research in International Business and Finance 1 1 1 100％
Revista de Contabilidad 1 1 1 100％
South African Journal of Business Management 1 0 0 0％
Sustainability 2 2 2 100％

表 1 レビュー対象論文の抽出プロセス
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auditor・tenure，auditor・rotation，audit・tenure，audit・rotationである。研究成果が掲載

されている媒体を雑誌論文（article），用いられている言語を英語（English）とし，1990年

から2022年までに公表された論文を対象とした
6）

。2023年 3 月19日に検索し，当初の候補とし

ては94本の論文が抽出された。これらの論文の中から，本稿でのレビュー対象とする論文を

選択するため，アブストラクトを読み，本稿の関心事である監査人の継続期間か定期的交代

が主たる研究対象である論文のみを識別したところ，74本の論文が選出された。そして，各

論文の概要を確認し，アーカイバルデータを用いて実証研究を行っている論文に絞り込んだ

結果，残された論文は57本であった。以上の先行研究選出プロセスを，研究の公表年と雑誌

名ごとにまとめたのが表 1である。

1970年代頃には，監査人の継続期間と定期的交代についての制度上の議論はすでにあった

が，表 1によると，アーカイバルデータを用いた実証研究が積極的に展開され始めるのは

2000年代に入ってからである。これは，アメリカのエンロン社による粉飾決算事件をきっか

けとして SOX法が制定され，それを皮切りに，監査規制に関する研究が爆発的に増えた国

際的な監査研究の傾向（Knechel 2015）と符合している。つまり，報酬の多寡，非監査業務

と監査業務の同時提供，内部統制監査といった，当時その適否が議論されたり，実際に導入

されたりした規制に関連するテーマの研究が，調査に利用可能なデータベースの整備とあい

まって，2000年代から急増したのである
7）

。表 1によると，2002年から2022年にかけて監査人

の継続期間・定期的ローテーションに関する研究は全体として増加傾向にある
8）

。また，本稿

でレビュー対象とする論文に絞り込むプロセスで削られた論文の出版年や雑誌を確認すると，

年を追うほどアーカイバル研究以外の研究が増え，アーカイバル研究以外が公表される雑誌

の範囲も幅広いことがわかる。

本稿でレビュー対象とする論文に限定し，①分析テーマ（継続期間（tenure）・定期的交

代（rotation）・両方），②分析レベル（事務所（firm）・パートナー（partner）・両方），およ

び③分析国の時系列推移を示したのが図 1である。分析テーマは，継続期間が最も多く，中

頃を除いて全期間に幅広く分布しているのに対し，定期的交代をテーマにした研究は2009年

以降，特に後半期間の方が多くなっている。分析レベルは，事務所を対象としたものが多く，

中頃を除いては全期間に幅広く分布しているのに対し，パートナーを対象とした研究は2012

年以降に増加する。これらの傾向は，当初，事務所の継続期間が主な関心事であったところ

から，2010年前後を境に，パートナーと定期的交代にも幅広く研究が展開していったことを

示している。分析テーマと分析レベルともに，両方を扱った研究は少ない。分析国について

は，全期間を通してアメリカが一番多いものの，2006年以降はアジア・オセアニア，ヨー

ロッパ各国が分析対象になっており，2019年以降では複数国を分析対象とした研究が行われ

ている。
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図 1 レビュー対象論文の特徴
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以上で示した時系列での傾向は，国際的な制度的背景や議論が大きく関係している。その

ため，次節では，それらの背景を踏まえつつ，代表的な先行研究の結果をレビューする。な

お，次節でレビュー対象とするものを含み，全ての論文の結果の概要は巻末の付録にまとめ

ている。

4 時代背景とアーカイバル研究の特徴・結果

4．1 萌芽期（アメリカ企業に関する研究の蓄積）

2002年から2005年は，監査人の継続期間と定期的な交代に関するアーカイバル研究の萌芽

期である。入手可能なデータに制約はあるが，監査事務所名は監査報告書から入手できるた

め，これを用いてアメリカ企業に関する研究が複数公表された。この背景には，Sarbanes-Ox-

ley Act（SOX）法第207条が監査事務所の定期的交代の効果を調査するよう Government Ac-

counting Office（GAO
9）

）に依頼し，その報告書が2003年に公表されたことがある。

本来，監査事務所を強制的に交代させる規制がない状況で，その効果を検証することは不

可能である。実際に観察可能なのは，監査事務所を自発的に交代する企業であるが，この種

の企業は，往々にして，恣意的な財務報告を行うインセンティブがあるとか，オピニオン・

ショッピングを行うといった動機が，その背後に存在する（Lennox 2014）。つまり，監査

事務所の交代には内生的な理由があるため，強制的交代制度がない状態で唯一観察可能な自

主的な監査事務所を対象に，事務所の交代による影響を析出するのは極めて困難である。そ

れでも，利用可能なデータを活用することで，多少なりとも解明できることはある。すなわ

ち，強制的な交代が求められていない市場において，監査事務所の継続期間が長期になりす

ぎると，何らかの負の影響が生じているのか，ということは検証可能である。

この時期の研究は，実質的あるいは外観的な監査品質を捉えると考えられる指標を用いて，

監査事務所の継続期間との関係性を検証している。実質的な監査品質を捉える指標を用いた

研究としては，Geiger and Raghunandan（2002）が倒産企業に対する継続企業の前提に関す

る監査報告書での言及（GC意見）の有無，Johnson et al.（2002）とMyers et al.（2003）が

会計発生高指標を用いた恣意的な財務報告の程度，Carcello and Nagy（2004）が SECによ

る制裁措置（AAER）を受けたか否かと，監査事務所の継続期間との関係を，それぞれ分析

している。外観的な監査品質を捉える指標を用いた研究としては，Mansi et al.（2004）が社

債の格付けと利息，Ghosh and Moon（2005）が利益反応係数（ERC）や株式や債権のレー

ティングと，監査事務所の継続期間との関係を分析している。

そしてこれらの研究は，一般に，監査事務所の継続期間が長いほど監査の品質は高いか，

継続期間に対して比例的に監査の品質が低くなることはないという結果を示している。つま

り，強制的な交代を求めることなく，監査事務所の交代を自発的なものとしていても，監査
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事務所と企業の関係の長期化による悪影響は観察されなかったのである。GAO（2003）も，

監査事務所の定期的交代を推奨するものではなかったため，これらの研究結果を前提とする

と，少なくとも当時のアメリカにおいて，監査事務所の定期的な交代を強制的に求める規制

が正当化される理由はなかった。

4．2 過渡期（分析対象国の国際化と分析レベルの多様化）

前項では，2002年から2005年にかけて，アメリカで監査事務所の強制的交代の是非を問う

研究が公表され始めたことを述べたが，SOX法（第203条）が実際に強制化したのは，パー

トナーの定期的な交代であった。しかし，アメリカでは当時，業務を担当したパートナーの

名前は一般に公表されていなかったため，パートナーの定期的交代に含意のあるアーカイバ

ル研究は実施できなかった。この状況を前提に，パートナーの定期的交代に対する示唆を求

め，アメリカ以外を対象とした研究が展開され始めたのが2006年以降である。また，2000年

代後半以降には，監査事務所レベルの研究でも，後に述べるようにいくつかの点で進展が

あった。したがって，アメリカという 1つの法域における監査事務所レベルの研究が中心で

あったそれ以前に比べ，2000年代中頃から2010年代中頃までの約10年間は，幅広い研究が行

われるようになった過渡期であったと考えられる。

パートナーレベルの研究については，当時からパートナー名が公表されてたオーストラリ

ア，台湾，中国を分析対象とする研究が公表されるようになった（Carey and Simnett 2006 ;

Chen et al. 2008 ; Chi et al. 2009など）。パートナーの交代が自発的な時代と強制的な時代

（あるいはその両方）に，パートナーの継続期間が監査の品質に及ぼす影響の分析や，パー

トナーの交代が強制されている場合には，交代前後で監査品質に及ぼす影響の違いが分析さ

れている。また，これらパートナーレベルの研究では，監査品質等の帰結変数として用いら

れる指標にもバリエーションがある。例えば，中国企業について，一般には公表されていな

い監査上の修正事項（audit adjustment）のデータを独自に入手して分析に用いたり（Firth

et al. 2012 ; Lennox et al. 2014），アメリカの監査事務所からデータの提供を受け，監査の計

画時間（planned hour）と実現レート（realization rate）を帰結変数として用いたりしてい

る（Bedard and Johnstone 2010）。ただし，これらパートナーレベルの先行研究の結果は一

様ではない（付録参照）。

先に述べたように，2000年代の後半には，監査事務所の継続期間や定期的交代の研究にも

進展があった。例えば，萌芽期には，アメリカ企業において監査事務所の継続期間の長期化

によって監査の品質が損なわれることはないとの研究が蓄積されていたが，同じアメリカ企

業を対象としても，帰結変数を変えることで異なる結果を導き出す研究が出てきた。具体的

には，Dao et al.（2008）が，株主による監査人の承認投票の結果を帰結変数として分析し，
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監査事務所の継続期間が長いほど，監査人の承認に対してより多くの反対（白）票が入るこ

とを発見した。この結果は，監査事務所の継続期間が長いほど，株主は監査の品質が低いと

理解していることを示している。

また，アメリカ以外の法域を分析対象に監査事務所レベルの分析を展開する研究も公表さ

れ始めた。具体的には，Knechel and Vanstraelen（2007）がベルギーの非上場企業を対象に，

財務困窮企業と倒産企業に対する GC開示状況を分析し，財務的に困窮した非倒産企業にお

いて，事務所の継続期間が長いほど GCは開示されないことを明らかにした（非倒産企業に

対する GCの開示が正確）。以上から，2000年代の後半から2010年代前半にかけては，監査

事務所の継続期間の影響や定期的な交代に関する研究は，国際的な広がりと深みを持ち始め

たことがわかる。

さらに，この頃からは，単に監査の継続期間と監査の帰結を分析するだけでなく，その関

係性を左右する要因の存在にも関心が向けられるようになった。例えば，Lim and Tan

（2010）は，アメリカの大手監査事務所のクライアントのみを対象とし，事務所の継続期間

が長いほど会計発生高の品質は高くなるが，この関係は，業種特化（industry specialization）

した監査事務所で観察され，クライアントに対する報酬依存度が低い場合にその影響がより

強いことを明らかにした。また，Gul et al.（2009）は，事務所の継続期間が短いほどクライ

アントは利益調整を行う傾向にあるが，この関係は業種特化した監査事務所の場合に軽減さ

れることを発見している。

このように，監査人の継続期間・定期的交代に関する研究の過渡期には，パートナーと事

務所の両レベルで研究結果が幅広く蓄積され始めたが，各研究の結果が示す含意は必ずしも

整合していない。そもそも，国ごとに異なる環境や制度的背景を前提としているため，全体

を俯瞰して一般化し，国際的な制度設計に対して何らかの含意を提示することは困難である

（Lennox 2014）。また，同じ市場を分析対象にしていても，分析の枠組みや帰結変数が異な

る場合は，結果が異なることもある。したがって，幅広い研究が蓄積されるほど，それら一

連の結果から，「パートナーの定期的交代は監査の品質を高めるか」といった問いに，イエ

スかノーの端的な 1つの回答を導き出すことが難しくなる，という厄介な問題が頭をもたげ

てくるのである。

4．3 成熟期（制度的背景を踏まえた国際的な研究の深度化）

監査人の継続期間・定期的交代に関する研究の動向は，2010年代の初期から中頃にかけて，

急速に，強制的な監査事務所の交代に関心の目が向けられるようになった。とはいえ，監査

の継続期間やパートナーレベルでの分析が公表されなくなったわけではない。実際は，監査

人の継続期間・定期的交代をテーマとした論文が増加していく中で，強制的な監査事務所の
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交代の是非に言及する研究が増えたのである。その背景にあるのは，第 2節でも簡単に触れ

た監査事務所の定期的交代の要請に関するアメリカと EUでの制度的対応の違いである
10）

。端

的にまとめると，アメリカでは監査事務所の定期的交代を強制することを禁じる内容の法案

が2013年に下院で決議されたのに対し，EUでは，監査事務所の継続期間の上限を原則10年

とする規則が2014年に可決されたのである
11）

。なお，この頃に特徴的な制度的背景がもう 1つ

ある。すなわち，2017年12月以降の決算期について，監査事務所の継続期間（監査事務所が

監査業務の担当を始めた年）を監査報告書に記載することがアメリカで義務付けられるよう

になったのである
12）

。

こうした制度的背景のもとで，以前から監査事務所の定期的交代を求めていた法域を対象

に，当該制度の適否に関する研究が公表されるようになった。具体的には，強制的な監査事

務所の定期的交代が1975年から求められていたイタリア（Cameran et al. 2015 ; Cameran et

al. 2016 ; Horton et al. 2021），1991年から1994年まで求められていたスペイン（Ruiz-Bar-

badillo et al. 2009），2006年から2010年まで求められていた韓国（Kwon et al. 2014 ; Mali and

Lim 2018 ; Kim et al. 2019）の研究である。これら全ての研究において共通する発見事項を

見出すことは困難であるが，監査時間を帰結変数の 1つとして用いている Kwon et al.

（2014）と Cameran et al.（2015）において，強制的な事務所の交代直後に監査時間が長くな

ることについては，韓国とイタリアの研究において共通していた。その反面，Kwon et al.

（2014）は強制的な交代の直後に監査報酬も増加することを発見しているのに対し，Cameran

et al.（2015）は監査報酬がむしろ低下することを発見している。事務所の交代が生じると，

新たなクライアントへの対応としてより多くのエフォートが割かれ監査時間が増加するとい

う，監査の実施においていわば普遍の状況を前提にしても，監査人に支払われる報酬の多寡

に関する結果が法域によって異なるという結果は注目に値する。

アメリカにおける監査事務所の継続期間情報の開示に着目した研究に，Dunn et al.（2021）

と Tanyi et al.（2021）がある。Dunn et al.（2021）の結果によると，強制的な開示の後，関

与期間が長い監査事務所ほど，株主による監査人の承認投票に関して反対（白）票が入りや

すく，監査人の変更が起こりやすく，監査報酬が下がる傾向にある。また，Tanyi et al.（2021）

は継続期間の開示が株主による監査人の承認投票における反対（白）票の割合に影響を及ぼ

し，継続期間が長い場合（15年以上）には反対票が多く，短い場合（ 5年以内）には反対票

が少なくなることを発見した。これらの結果は，株主や取締役会（監査委員会）が，同一監

査事務所による長期にわたる関与が望ましくないと判断したこと，監査事務所の継続期間情

報の開示が，そのような意思決定を促進した可能性を示している
13）

。

本項で概観した先行研究は，各法域を取り巻く制度的な要因や法令による要求事項の違い

を活用するなど，それ以前の研究の蓄積を深度化するものであった。また，各研究の詳細に
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は言及できなかったが，過渡期の研究から引き続き，監査事務所の継続期間や定期的交代と

他の要因との相互関係を検証する研究も，この時期には多数公表されている。さらに，アメ

リカにおける監査事務所の継続期間に関する情報開示を扱った研究は，法令による強制がな

くとも，情報開示によって利害関係者による監査品質の評価が促進され，それが規律効果を

もつことで市場における監査の品質向上に寄与する可能性を示唆している
14）

。

5 結 論 と 展 望

本稿でのレビューによると，国際的に幅広い研究が展開されているが，監査人の継続期間

の長短や定期的交代が監査品質に及ぼす影響について，全ての企業・法域において妥当する

ような関係は存在しないと考えられる。しかし，これらの研究蓄積を参照すれば，ある状況

において，監査人の継続期間の長期化や定期的交代が，どのような帰結をもたらしそうか，

ということは，その理由も含めて予想できるかもしれない。これは，過去20年ほどの間に，

幅広い法域でアーカイバル研究が蓄積されてきた成果である。

今後の課題は，海外の研究蓄積と既存の日本研究との比較，あるいは日本企業に関する分

析のさらなる展開である。本稿では評価が確立した海外の雑誌を分析対象にしたため，そこ

に掲載がなかった日本の研究は分析対象にできていない。日本の監査制度に対するインプッ

トを提供するためには，日本の環境を考慮した深度ある調査が必要である。
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い
。
自
主

的
交

代
よ

り
も

強
制

的
交

代
の

方
が

，
E
R
C

が
大
き
い
。

D
av
is
et
al
.

20
09

te
nu
re

fir
m

U
S

19
88
�2
00
6

5
年
以
上
事
務
所
を
変
更
し
て
い
な
い
企
業
で
，
SO
X
の
前
後
を
対
象
。

事
務

所
の

継
続

期
間

と
利

益
調

整
の

関
係

を

分
析
。
SO
X
前
は
，
事
務
所
の
継
続
期
間
と
監
査
品
質
の
関
係
は
逆
U
字
型

で
あ

る
が

，
SO
X
後

に
そ

の
傾

向
は

な
い

。

G
ul
et
al
.

20
09

te
nu
re

fir
m

U
S

19
93
�2
00
4

「
事
務
所
の
継
続

期
間

が
短

い
ほ

ど
利

益
の

質
が

低
い
」
を

前
提

と
し

た
分

析
。

監
査

人
が

業
種

特
化

し
て

い
る

場
合

は
，
事
務
所
の
継
続
期
間
と
利
益
の
質
と
の
負
の
関
係
が
弱
く
な
る
。
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R
ui
z�
B
ar
ba
di
llo

et
al
.

20
09
ro
ta
tio
n

fir
m

Sp
ai
n

19
91
�2
00
0

事
務
所
の
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
て
い
る
期
間
と
そ
の
後

が
対

象
。

財
務

困
窮

企
業

に
お

け
る
G
C
の

開
示

を
分

析
。

強
制
期
間
の
方
が
G
C
の
開
示
は
少
な
い
。
大
手
事

務
所

ほ
ど
G
C
を

開
示

し
，

強
制

で
な

い
期

間
の

方
が

関
係

が
強

い
。

B
ed
ar
d
an
d

Jo
hn
st
on
e

20
10

bo
th

pa
rt
ne
r

U
S

20
02
�2
00
3

パ
ー

ト
ナ

ー
の

定
期

的
交

代
の

強
制

前
が

対
象
。
パ

ー
ト

ナ
ー

の
継

続
期

間
と

計
画

（
pl
an
ne
d）

監
査

時
間

・
実

現

レ
ー

ト
（
re
al
iz
at
io
n
ra
te
）
の

関
係

を
分

析
。
水

準
の

分
析

で
継

続
期

間
と

監
査

時
間

に
有

意
な

関
係

は
な

く
，
実

現
レ
ー
ト
と
の
関
係
は
正
。
変
化
の
分
析
で
交
代
直
後
に
監
査
時
間
は
増

加
す

る
が

，
実

現
レ

ー
ト

は
低

下
。

Li
20
10

te
nu
re

fir
m

U
S

19
80
�2
00
4

大
手
事
務
所
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
対
象
。
事
務
所
の
継
続
期
間
と
保
守
主
義

の
関

係
を

分
析

。
継

続
期

間
と

保
守

主
義

の

関
係
が
正
に
な
る
の
は
，
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
重
要
性
が
高
い
サ
ン
プ
ル
の
み

。
ク

ラ
イ

ア
ン

ト
の

重
要

性
が

低
い

サ
ン

プ
ル
は
，
関
係
が
負
に
な
る
。

Li
m
an
d
Ta
n

20
10

te
nu
re

fir
m

U
S

20
00
�2
00
5

大
手
事
務
所
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
対
象
。
事
務
所
の
継
続
期
間
と
監
査
の
品
質

指
標

の
関

係
を

分
析

。
業

種
特

化
し

た
事

務
所
に
つ
い
て
，
事
務
所
の
継
続
期
間
と
監
査
品
質
指
標
の
関
係
は
正
。
報

酬
依

存
度

が
低

い
場

合
に

そ
の

関
係

が
よ

り
強
い
。

Fi
rt
h
et
al
.

20
12
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r

C
hi
na

20
03
�2
00
5

強
制
的
な
定
期
的
交
代
の
も
と
で
，
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
期
間
後
に
業
務
に
戻

る
パ

ー
ト

ナ
ー

の
決

定
要

因
・

監
査

品
質

に
及
ぼ
す
影
響
を
分
析
。
担
当
コ
ス
ト
が
高
い
業
務
に
は
戻
ら
な
い
が
，
事

前
の

関
係

が
長

い
場

合
等

は
業

務
に

戻
り

や
す
い
。
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
後
業
務
に
戻
っ
た
パ
ー
ト
ナ
ー
ほ
ど
，
修
正
意

見
を

出
さ

な
い

。

A
zi
zk
ha
ni
et
al
.

20
13

bo
th

pa
rt
ne
r
A
us
tr
al
ia

19
95
�2
00
5

パ
ー
ト
ナ
ー
の
名
前
が
公
表
さ
れ
て
い
る
市
場
を
対
象
。
パ
ー
ト
ナ
ー
の
継

続
期

間
と

資
本

コ
ス

ト
の

関
係

を
分

析
。

中
小
事
務
所
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
，
パ
ー
ト
ナ
ー
の
継
続
期
間
と
資
本
コ
ス

ト
の

関
係

は
U
字

型
に

な
る

。
交

代
期

に
資

本
コ
ス
ト
が
上
が
る
。

K
w
on
et
al
.

20
14
ro
ta
tio
n
fir
m

K
or
ea

20
00
�2
00
9

事
務
所
の
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
た
期
間
と
そ
れ
以
前
を
対
象
。
自
発
ま

た
は

強
制

的
事

務
所

交
代

後
の

異
常

会
計

発
生
高
に
違
い
は
な
い
が
，
強
制
的
交
代
期
間
に
お
い
て
，
交
代
後
に
監
査

報
酬

と
監

査
時

間
が

増
加

す
る

。

Le
nn
ox
et
al
.

20
14
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r

C
hi
na

20
06
�2
01
0

パ
ー
ト
ナ
ー
の
強
制
的
な
定
期
的
交
代
と
監
査
上
の
修
正
事
項
（
au
di
t
ad
ju
st
m
en
t）

の
関

係
を

分
析

。
交

代
前

の
最

後
の
担
当
年
と
交
代
直
後
に
修
正
事
項
が
よ
り
生
じ
る
。
こ
の
結
果
は
，
自

主
的

な
交

代
と

レ
ビ

ュ
ー

パ
ー

ト
ナ

ー
の

交
代
で
は
観
察
さ
れ
な
い
。

Li
tt
et
al
.

20
14
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r

U
S

20
00
�2
01
0

パ
ー
ト
ナ
ー
の
強
制
的
交
代
と
利
益
調
整
の
関
係
を
分
析
。
強
制
的
交
代
の

直
後

に
利

益
調

整
が

生
じ

や
す

い
。

大
手

事
務
所
と
中
小
事
務
所
で
，
影
響
の
出
方
が
異
な
る
。

B
el
le
t
al
.

20
15

te
nu
re

fir
m

U
S

N
A

公
開
・
非
公
開
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
対
す
る
継
続
期
間
と
監
査
品
質
の
関
係
を

分
析

。
初

年
度

の
監

査
は

品
質

が
低

く
そ

れ
以
降
改
善
し
，
13

年
以
上
に
な
る
と

1
年
目
と
品
質
が
変
わ
ら
な
い
。

た
だ

し
，

こ
の

結
果

は
非

公
開

企
業

に
よ

る

も
の
。

C
am
er
an
et
al
.

20
15

bo
th

fir
m

It
al
y

20
06
�2
00
9

事
務
所
の
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
る
市
場
を
対
象
。
事
務
所
の
継
続
期
間

と
監

査
報

酬
・

監
査

時
間

の
関

係
を

分
析

。

強
制
的
交
代
直
前
に
監
査
品
質
が
低
下
す
る
こ
と
は
な
い
が
，
監
査
報

酬
は

上
が

る
。

強
制

的
交

代
直

後
は

，
監

査
時

間
が
長
く
監
査
報
酬
は
低
い
。
強
制
的
交
代
後
の

3
年
間
は
利
益
の
品
質
が

低
い

。

G
on
zá
le
z�
D
ia
z

et
al
.

20
15

te
nu
re

fir
m

Sp
ai
n

20
03
�2
01
0

州
保
有
の
財
団
（
非
営
利
組
織
）
を
対
象
。
事
務
所
の
継
続
期
間
と
修
正

意
見

の
関

係
を

分
析

。
事

務
所

の
継

続
期

間

が
長
い
ほ
ど
修
正
意
見
は
出
さ
れ
な
い
が
，
非
線
形
性
を
考
慮
す
る

と
，

5
年

目
ま

で
は

品
質

が
向

上
し

，
そ

の
後

は

低
下
す
る
。

C
am
er
an
et
al
.

20
16

te
nu
re

fir
m

It
al
y

19
85
�2
00
4

事
務
所
の
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
る
市
場
（
最
長

9
年
）
を
対
象
。
事
務

所
の

継
続

期
間

と
保

守
主

義
の

関
係

を
分

析
。
継
続
期
間
を

3
年
ご
と
の

3
期
に
分
け
た
場
合
，
最
後
の

3
年
の
保
守

主
義

の
程

度
が

最
も

高
い

。

C
he
n
et
al
.

20
16

te
nu
re

fir
m

U
S

20
04
�2
01
2

事
務
所
の
継
続
期
間
，
内
部
統
制
の
不
備
，
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
地
理
的
距

離
の

関
係

を
分

析
。

事
務

所
の

継
続

期
間

の
長
さ
は
，
内
部
統
制
に
お
け
る
不
備
と
負
の
関
係
あ
り
。
地
理
的
距
離
と

内
部

統
制

の
不

備
の

関
係

は
正

で
あ

る
が

，

継
続
期
間
が
緩
和
す
る
。
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R
ea
d
an
d

Ye
ze
ge
l

20
16

te
nu
re

fir
m

U
S

20
02
�2
00
8

倒
産
企
業
を
対
象
。
事
務
所
の
継
続
期
間
と
倒
産
企
業
に
お

け
る

事
前

の
G
C
開

示
の

関
係

を
分

析
。

中
小

事
務

所
の

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
み
継
続
期
間
と
G
C
開
示
に
正
の
関
係
が
あ
る
が
，

4
年

目
以

降
は

フ
ラ

ッ
ト

に
な

る
。

R
ic
ke
tt
et
al
.

20
16

te
nu
re

fir
m

G
re
ec
e

19
88
�2
01
1

利
益
調
整
が
頻
繁
に
行
わ
れ
，
高
品
質
な
監
査
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
低

い
市

場
を

対
象

。
事

務
所

の
継

続
期

間
と
保
守
主
義
の
関
係
を
分
析
。
事
務
所
の
継
続
期
間
が
長
い
ほ
ど
保
守
主

義
の

程
度

は
低

く
，

ク
ラ

イ
ア

ン
ト

の
重

要
性
が
影
響
す
る
。

St
ew
ar
t
et
al
.

20
16
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r
A
us
tr
al
ia

20
07
�2
01
0

パ
ー
ト
ナ
ー
の
定
期
的
交
代
の
強
制
に
よ
る
影
響
が
顕
在
化
す
る
期
間
を
対

象
。

強
制

的
交

代
と

監
査

報
酬

の
関

係
を

分
析
。
自
発
的
・
強
制
的
に
関
係
な
く
交
代
年
に
監
査
報
酬
は
上

昇
し
，

そ
の

影
響

が
1
年

は
続

く
。

ク
ラ

イ
ア

ン
ト

の
規
模
が
影
響
す
る
。

Su
et
al
.

20
16

te
nu
re

fir
m

U
S

20
03
�2
01
2

大
手

事
務

所
ク

ラ
イ

ア
ン

ト
を

対
象
。
事

務
所

の
継

続
期

間
と

株
価

の
固

有
（
id
io
sy
nc
ra
tic

）
ボ

ラ
テ

ィ
リ

テ
ィ

の

関
係
を
分
析
。
事
務
所
の
継
続
期
間
が
長
い
ほ
ど
固
有
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ

が
高

く
，

こ
の

関
係

は
業

種
特

化
し

た
監

査

人
で
観
察
さ
れ
る
。

G
ar
ci
a�
B
la
nd
on

an
d

A
rg
ile
s�
B
os
ch

20
17

te
nu
re

bo
th

Sp
ai
n

20
05
�2
01
1

事
務
所
と
パ
ー
ト
ナ
ー
の
継
続
期
間
の
組
み
合
わ
せ
と
異
常
会
計
発
生
高
の

関
係

を
分

析
。

事
務

所
と

パ
ー

ト
ナ

ー
の

継
続

期
間

を
個

別
に

分
析

す
る

と
有

意
な

傾
向

は
な

い
が
，
事

務
所

の
継

続
期

間
が

中
程

度
（

4～
10
年

）
・

パ
ー

ト

ナ
ー
の
継
続
期
間
が
中
程
度
（
4
�5

年
）
の
監
査
の
品
質
が
最
も
高
い
。

R
ei
d
an
d
C
ar
-

ce
llo

20
17
ro
ta
tio
n

fir
m

U
S

20
11
.6
.2
�

20
13
.7
.1
8

事
務
所
の
強
制
的
交
代
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
イ
ベ
ン
ト
に
対
す
る
市
場
の

反
応

を
分

析
。

強
制

的
交

代
の

可
能

性
が

高

く
な
る
ニ
ュ
ー
ス
イ
ベ
ン
ト
で
市
場
調
整
済
み
累
積
リ
タ
ー
ン
は
負
に

な
る

。
分

析
時

点
で

継
続

期
間

が
長

い
，

大
手

事
務
所
，
業
種
特
化
し
た
監
査
人
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
，
傾
向
が
強
く
現
れ

る
。

Sh
ar
m
a
et
al
.

20
17
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r

U
S

20
00
�2
01
4

パ
ー
ト
ナ
ー
の
強
制
的
交
代
と
監
査
報
酬
・
監
査
報
告
書
日
の
関
係
を
分
析

。
パ

ー
ト

ナ
ー

の
交

代
直

後
は

報
酬

が
増

加
し
，
監
査
報
告
書
の
日
付
も
遅
く
な
る
。

Fi
tz
ge
ra
ld
et
al
.
20
18

bo
th

pa
rt
ne
r

U
S

19
97
�2
00
2

非
営
利
組
織
に
お
け
る
財
務
情
報
の
修
正
再
表
示
を
対
象
。
パ
ー
ト
ナ
ー
の

継
続

期
間

と
内

部
統

制
の

不
備

の
開

示
の

関
係
を
分
析
。
パ
ー
ト
ナ
ー
の
継
続
年
数
と
内
部
統
制
の
不
備
の
開
示
は
負

の
関

係
が

あ
る

。

G
ho
sh
an
d

Si
ri
vi
ri
ya
ku
l

20
18

te
nu
re

fir
m

U
S

20
00
�2
01
3

事
務
所
の
変
更
年
が
特
定
で
き
る
企
業
を
対
象
。
事
務
所
の
継
続
期
間
と
監

査
報

酬
・

監
査

報
告

書
日

の
関

係
を

分
析

。

大
手
事
務
所
の
み
，
事
務
所
の
継
続
期
間
が
長
く
な
る
と
監
査
報
酬
は
増
加

し
，

決
算

日
か

ら
監

査
報

告
書

日
ま

で
が

短
縮
化
さ
れ
る
。

M
al
ia
nd
Li
m

20
18
ro
ta
tio
n
bo
th

K
or
ea

20
00
�2
00
9

事
務
所
と
パ
ー
ト
ナ
ー
の
定
期
的
な
交
代
が
強
制
さ
れ
て
い
る
市
場
を
対
象

。
強

制
的

交
代

の
あ

っ
た

企
業

と
そ

の
他

で
，
保
守
主
義
の
違
い
を
分
析
。
パ
ー
ト
ナ
ー
の
交
代
の
み
よ
り
も
事
務
所

の
交

代
企

業
の

方
が

保
守

主
義

の
程

度
は

低
く
，
自
主
的
交
代
よ
り
も
強
制
的
交
代
の
方
が
，
保
守
主
義
の
程
度
が
低

い
。

Si
ng
er
an
d

Zh
an
g

20
18

te
nu
re

fir
m

U
S

20
00
�2
01
3

財
務
諸
表
の
修
正
再
表
示
を
行
っ
た
企
業
が
対
象
。
重
要
な
虚
偽
表
示
が
始

ま
る

ま
で

の
事

務
所

の
継

続
期

間
と

重
要

な
虚
偽
表
示
期
間
の
関
係
を
分
析
。
事
務
所
の
継
続
期
間
が
長
い
ほ
ど
財
務

諸
表

の
重

要
な

虚
偽

表
示

期
間

は
長

い
。

B
ra
tte
n
et
al
.

20
19

te
nu
re

fir
m

U
S

20
00
�2
01
2

銀
行
を
対
象
。
事
務
所
の
継
続
期
間
と
銀
行
の
恣
意
的
な
財
務
報
告
の
関

係
を

分
析

。
事

務
所

の
継

続
期

間
が

長
い

ほ

ど
銀
行
の
恣
意
的
な
財
務
報
告
は
抑
止
さ
れ
る
。
事
業
ま
た
は
取
引
の
複
雑

性
が

影
響

。

Fe
rg
us
on
et
al
.

20
19
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r
A
us
tr
al
ia

20
07
�2
01
1

パ
ー
ト
ナ
ー
の
定
期
的
交
代
が
強
制
的
な
期
間
を
対
象
。
パ
ー
ト
ナ
ー
の
強

制
的

交
代

と
監

査
報

酬
の

変
化

の
関

係
を

分
析
。
中
小
事
務
所
に
つ
い
て
，
強
制
的
交
代
時
に
監
査
報
酬
は
上
昇
す
る

。

K
im
et
al
.

20
19
ro
ta
tio
n
fir
m

K
or
ea

20
06
�2
00
8

事
務
所
の
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
て
い
る
期
間
を
対
象
。
強
制
的
な
交
代

と
資

本
コ

ス
ト

の
関

係
を

分
析

。
強

制
的

な
事
務
所
の
交
代
に
よ
り
，
資
本
コ
ス
ト
は
低
下
す
る
。

K
ri
sh
na
n
an
d

Zh
an
g

20
19
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r

U
S

20
02
�2
01
5

自
発
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
の
交
代
に
関
す
る
理
由
を
開
示
し
た
企
業
を
対
象
。

自
発

的
な

開
示

と
監

査
品

質
指

標
の

関
係

を
分
析
。
自
発
的
な
開
示
後
，
外
観
的
監
査
品
質
は
上
昇
す
る
が
，
実
質
的

監
査

品
質

は
中

小
事

務
所

で
上

昇
し

複
雑

性
の
高
い
企
業
で
低
下
す
る
。
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R
ic
ca
rd
i

20
19

te
nu
re

fir
m

In
te
rn
a�

tio
na
l

20
00
�2
01
1

20
05

年
に
IF
R
S
が
強
制
適
用
に
な
っ
た
国
を
対
象
。
事
務
所
の
継
続

期
間

と
利

益
調

整
の

関
係

を
分

析
。
IF
R
S
の

適

用
後
，
事
務
所
の
継
続
期
間
が
短
い
企
業
で
は
よ
り
利
益
調
整
が
行
わ
れ

る
。

大
手

事
務

所
の

方
が

影
響

は
小

さ
い

。

G
ar
ci
a�
B
la
nd
on

et
al
.

20
20

te
nu
re

fir
m

In
te
rn
a�

tio
na
l

20
09
�2
01
6

事
務
所
の
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
る
前
の
E
U
諸
国
を
対
象
。
事
務

所
の

継
続

期
間

と
財

務
報

告
品

質
指

標
の

関
係

を
分
析
。
事
務
所
の
継
続
期
間
と
品
質
指
標
に
有
意
な
関
係
は
ほ
ぼ
な

く
，

有
意

な
場

合
，

事
務

所
の

継
続

期
間

と
品

質
の
関
係
は
正
。

Zh
ao
et
al
.

20
20
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r

C
hi
na

20
03
�2
01
4

パ
ー
ト
ナ
ー
の
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
た
期
間
を
対
象
。
パ
ー
ト
ナ
ー
の

強
制

的
交

代
と

ク
ラ

ッ
シ

ュ
リ

ス
ク

の
関

係
を
分
析
。
交
代
の
最
終
年
に
ク
ラ
ッ
シ
ュ
リ
ス
ク
は
小
さ
く
な
り
，
交
代

後
に

ク
ラ

ッ
シ

ュ
リ

ス
ク

が
大

き
く

な
る

。

A
zi
zk
ha
ni
et
al
.

20
21
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r
A
us
tr
al
ia

20
06
�2
01
5

パ
ー
ト
ナ
ー
の
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
る
期
間
を
対
象
。
交
代
直
前
と
交

代
直

後
の

監
査

報
酬

と
監

査
報

告
書

日
を

分
析
。
交
代
直
後
に
の
み
監
査
報
酬
が
上
昇
し
，
監
査
報
告
書
日
に
影

響
は

な
い

。
制

度
導

入
後
2
回

目
の

強
制

的
交

代
の
時
に
は
観
察
さ
れ
な
い
。

D
un
n
et
al
.

20
21
ro
ta
tio
n
fir
m

U
S

20
14
�2
01
8

事
務
所
の
継
続
期
間
に
関
す
る
強
制
的
な
情
報
開
示
制
度
導
入
前
後
を
対
象

。
事

務
所

の
継

続
期

間
と

監
査

人
の

選
任

に
か
か
る
株
主
決
議
，
監
査
人
の
変
更
，
監
査
報
酬
を
分
析
。
強
制
的
開
示

の
後

，
事

務
所

の
継

続
期

間
が

長
い

ほ
ど

，

監
査
人
の
選
任
に
関
す
る
反
対
（
白
）
票
が
入
り
や
す
く
，
監
査
人
の
変
更

が
起

こ
り

や
す

く
，

監
査

報
酬

が
下

が
る

。

G
ip
pe
r
et
al
.

20
21

bo
th

pa
rt
ne
r

U
S

20
08
�2
01
4

パ
ー
ト
ナ
ー
の
継
続
期
間
と
監
査
品
質
指
標
の
関
係
を
分
析
。
パ
ー
ト
ナ
ー

の
継

続
期

間
が

短
い

場
合

に
，

過
年

度
修

正
が
生
じ
，
修
正
企
業
に
対
し
て
内
部
統
制
の
不
備
に
関
す
る
意
見
が
出
さ

れ
る

。
継

続
期

間
が

短
い

場
合

に
監

査
時

間
は
上
昇
す
る
が
監
査
報
酬
は
減
少
し
，
継
続
期
間
が
長
く
な
る
と
そ
の
関

係
が

反
転

す
る

。

H
e
an
d
C
he
n

20
21
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r
Ta
iw
an

20
04
�2
01
6

パ
ー
ト
ナ
ー
の
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
て
い
る
期
間
を
対
象
。
パ
ー
ト
ナ

ー
の

交
代

と
次

の
パ

ー
ト

ナ
ー

（
ま

た
は

事
務
所
）
の
選
択
の
関
係
を
分
析
。
強
制
的
交
代
の
際
，
交
代
後
に
業
種
特

化
し

た
パ

ー
ト

ナ
ー

を
選

ぶ
（

事
務

所
は

変
更
し
な
い
）
。

H
or
to
n
et
al
.

20
21
ro
ta
tio
n
bo
th

It
al
y

20
06
�2
01
2

パ
ー
ト
ナ
ー
と
事
務
所
の
両
方
で
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
る
期
間
が
対
象

。
監

査
人

の
交

代
と

監
査

品
質

指
標

の
関

係
を
分
析
。
事
務
所
の
交
代
は
監
査
品
質
を
低
め
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
高
め

る
こ

と
は

な
い

が
，

パ
ー

ト
ナ

ー
の

交
代

は
監
査
品
質
を
高
め
る
。

Ja
di
ya
pp
a
et
al
.

20
21

te
nu
re

fir
m

In
di
a

20
01
�2
01
5

企
業
グ
ル
ー
プ
の
存
在
感
の
強
い
市
場
を
対
象
。
事
務
所
の
継
続
期
間
と
監

査
品

質
指

標
の

関
係

を
分

析
。

事
務

所
の

継
続
期
間
が
長
い
ほ
ど
監
査
の
質
は
高
い
が
，
企
業
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い

る
場

合
は

，
継

続
期

間
が

長
い

ほ
ど

監
査

品
質
が
低
下
す
る
。

Li
u
et
al
.

20
21

te
nu
re
pa
rt
ne
r

C
hi
na

19
98
�2
00
9

パ
ー
ト
ナ
ー
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
連
れ
て
事
務
所
を
移
動
可
能
で
独
立
性
の

毀
損

リ
ス

ク
が

高
い

市
場

を
対

象
。

事
務

所
と

パ
ー

ト
ナ

ー
の

継
続

期
間

と
監

査
品

質
指

標
の

関
係

を
分

析
。
自

発
的

な
パ

ー
ト

ナ
ー

交
代

期
間

は
，
パ

ー
ト

ナ
ー
の
継
続
期
間
が
事
務
所
よ
り
長
い
サ
ン
プ
ル
で
，
継
続
期
間
が
長
い
ほ

ど
監

査
の

質
が

低
い

。
定

期
的

交
代

が
強

制
さ
れ
て
い
る
期
間
は
，
有
意
な
関
係
が
な
い
。

Pa
yn
e
an
d

W
ill
ia
m
so
n

20
21

te
nu
re

fir
m

U
S

19
94
�2
01
5

事
務
所
と
C
FO

の
組
み
合

わ
せ

で
の

継
続

期
間

と
監

査
品

質
指

標
の

関
係

を
分

析
。

組
み

合
わ

せ
で

の
継

続
期

間
が

長
い
ほ
ど
，
監
査
品
質
は
低
い
。

Ta
ny
ie
t
al
.

20
21

te
nu
re

fir
m

U
S

20
17
.1
2.
15
�

20
18
.1
2.
14

事
務
所
の
継
続
期
間
に
関
す
る
強
制
的
な
情
報
開
示
制
度
導
入
前
後
を
対
象

。
事

務
所

の
継

続
期

間
と

監
査

人
選

任
に

関
す
る
株
主
の
承
認
決
議
の
関
係
を
分
析
。
事
務
所
の
継
続
期
間

の
開

示
に

よ
り

，
反

対
（

白
）
票

の
割

合
に

影
響

を

及
ぼ
し
，
監
査
の
継
続
期
間
が
長
い
場
合
（
15

年
以
上
）
に
は

反
対

票
が

多
く

，
短

い
場

合
（

5
年

以
内

）
に

は
反

対

票
が
少
な
い
。

Zh
an
g
et
al
.

20
22
ro
ta
tio
n
pa
rt
ne
r

C
hi
na

20
09
�2
01
5

パ
ー
ト
ナ
ー
の
定
期
的
交
代
が
強
制
さ
れ
て
い
る
期
間
を
対
象
。
定
期
的

交
代

の
期

間
が

遵
守

さ
れ

な
い

理
由

と
そ

の

帰
結
を
分
析
。
サ
イ
ン
し
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
が
事
務
所
所
属
で
な
い
，
監

査
チ

ー
ム

の
資

源
が

少
な

い
，

ク
ラ

イ
ア

ン
ト
が
高
成
長
，
所
有
構
造
が
集
約
的
な
場
合
に
，
定
期
的
交
代
の
期

間
が

遵
守

さ
れ

な
い

。
遵

守
さ

れ
な

い
と

，
修

正
意
見
を
出
さ
ず
，
監
査
報
酬
が
高
い
。
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注

本研究は JSPS科研費 JP21K01811の助成を受けたものです。

1）本稿では，「監査人」を監査事務所と業務（レビュー）パートナーの両方を意味する包括的な

概念として利用し，対象を特定する場合には，「（監査）事務所」や「パートナー」を用いる。

2）当然ながら，政策立案において EBPMのみを重視するのは問題であろう。特に，過去的なデー

タを用いたアーカイバル研究は，経済社会を取り巻くさまざまな要因が日々変化している状況に

適した政策立案に示唆を提供するには限界がある。そのような限界を踏まえたうえでも，アーカ

イバル研究は監査に関する政策策定に貢献する余地がある。詳しくは，Knechel（2015）や髙田

（2020）における議論を参照してほしい。

3）それ以前でも，例えばイタリアでは1975年から監査事務所の定期的な交代が求められていた

（Cameran et al. 2016）が，2014年の EU規則が定められる以前は，例外的な国の 1つに過ぎな

かった。

4）先に述べた2021年11月に公表された会計監査の在り方に関する懇談会による論点整理の他に

も，2020年 8 月の日本監査研究学会の西日本部会では，本問題に取り組むための学術界と実務界

の垣根を超えた連携を目指した統一論題が設定されている（異島 2021）。

5）本稿で用いた方法による先行研究の特定は，研究内容の品質が一定以上であることを保証した

うえで，網羅的かつ客観的に論文を収集できるという意味でメリットがある。しかし，本稿の分

析目的に適合するが，タイトルに検索したキーワードが含まれていない論文や，学会において一

定以上の評価を得ている雑誌であるにもかかわらず，Core Collectionに含まれていない場合は，

レビューの対象にならない点はデメリットである。

6）Social Science Core Collectionの収録期間の開始時点が1990年であるため，これに合わせた。

7）近年のアメリカ企業に関するアーカイバル監査研究では，Audit Analyticsというデータベース

が頻繁に用いられている。同社のWebサイトによると，2000年代前半に生じた一連の会計スキャ

ンダルが，このデータベースが創設されたきっかけであったという（https://www.auditanalytics.

com/company最終アクセス：2023年 4 月30日）

8）ただし，学術誌で公表される研究論文の本数は年々増加傾向にあると考えられるため，本テー

マに限定された傾向であると断定はできない。

9）現在は General Accountability Officeに名称変更している。

10）背景については町田（2018）に詳しい。

11）ただし，公開入札や共同監査により，継続期間を延長することが認められているうえ，EU加

盟国では，EUレベルでの要求事項を踏まえた国内法が制定されるため，EU各国における具体

的な規定内容には違いがある。金融庁（2017）などに詳しい説明がある。

12）これは，アメリカにおいて監査報告書に Critical Audit Mattersの開示を求める監査報告書の拡

張の文脈で同時に求められたものである。そのため，PCAOB（2017）は，これら一連の対応は，

監査に関するコミュニケーションの強化を求める投資家からの強い関心に応えるためのものであ

るとしている。

13）実際には，制度のもとでの開示情報とそれを求める国際的な情勢を踏まえて，株主等が監査事

務所の継続期間の長期化を問題視し始めたことで，観察された結果がもたらされた可能性はある。

つまり，実際の影響を理解することなく，あるいはそれが理解できないために，監査事務所の長
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期的な関与を自動的に悪影響と判断したのかもしれない。関連して，Dunn et al.（2021）は監査

委員会に会計のスペシャリストがいるサブサンプルにおいて，継続期間と交代の関係が強制開示

後に有意に変化しないことを発見している。利害関係者による監査品質評価の限界に関する議論

は本稿の目的の範疇を超えるためこれ以上議論しないが，期待ギャップ（expectation gap）の問

題とも関連しており，監査論上の重要なトピックスである。

14）これは，監査品質（Audit Quality Indicators）に関する情報開示の促進に関する一連の議論と

も整合する。詳しくは，町田（2017）などを参照。
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